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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  ①留萌市の人口構造及び産業構造 

留萌市の人口は、基幹産業であった水産業の衰退とともに、1967年(昭和 42年)

の 42,469 人をピークとして急激に減少を続け、以降一度も増加することなく、

毎年人口が減少し続けており、2022年(令和４年)の人口は、ピーク時より 22,730

人少ない、19,739人となっている。（住民基本台帳より） 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という）の推計によると、

今後、有効な対策を何ら講じなければ、留萌市の人口は2010年(平成22年)の

24,457人から、2040年（令和22年）には11,626人となり、12,831人(▲52.5％)

の減少と見込まれている。 

このことにより、地域内での消費活動も減少してゆき、企業の生産の減少や雇

用の場の縮小へとつながり、さらには雇用の場を求めて人口の流出が起こるとい

う悪循環が生まれることにより、様々な分野において大きな影響を及ぼすことが

懸念されることから 2015年（平成 27年）10月に策定した留萌市人口ビジョンを

2020年（令和２年）３月に改定し、一次産業の担い手の確保や、新たに起業しや

すい環境づくりなど、人口減少を緩やかにする取組を進めているところである。 

 

  ○留萌市の人口推移予想（社人研推計）             単位：人 
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留萌市の産業構造は、下の「事業所及び従事者の産業別割合」のとおり、事業

所数は 1,097 事業所、従業員数は 10,269 人となっており、従事員数の内訳とし

ては、第１次産業が 1.1％、第２次産業が 17.0％、第３次産業が 81.9％と８割以

上を第３次産業が占めている。 

また、従事者数を業種別にみると卸売業・小売業が17.5％、医療・福祉が16.6％、

公務が 13.1％、建設業が 9.4％、基幹産業である水産加工業を含む製造業が 7.5％

と続いている構造となっている。 

 

○事業所及び従事者の産業別割合（総務省統計局令和３年経済センサス活動調査） 
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②事務所数の減少と高齢化  

   留萌市においては、人口減少とともに地域経済を担う事業所数の減少、経営に

携わる者の高齢化が進んでおり、2020年（令和２年）に留萌市中小企業相談所が

行った「経営動向（新型コロナウイルスの影響）と事業継承に関する調査」によ

ると、経営者の平均年齢は 60.2歳で、後継者については、「決まっていない」及

び「後継者を探している」という回答が合わせて 73.9％とかなり高い割合を占

めており、今後、数年内に多くの経営者が引退年齢を迎えることと後継者不足が

見込まれる。 

 

  ③設備の老朽化 

   さらに、上記同調査によると、現在の生産販売設備が「不足」と感じている事

業者が 9.5％で、その内、今後設備投資を行う予定がある事業者は 57.1％となっ

ている。設備投資を行う目的の 37.5％が「老朽化のための更新」となっているこ

とから、各事業者が保有する設備の老朽化が進んでいる。 

 

  ④留萌市内の産業における課題 

   人口減少と高齢化の影響が市の中小の企業・事業所にくまなく及んでおり、又、

経営者の高齢化や後継者不足、設備の老朽化は深刻な状況であることから、今後、

地域の中小企業が一気に衰退していく状況が危惧され、その対応が喫緊の課題で

ある。 

 

（２）目標  

   留萌市内の中小企業においては、早急に設備の更新を進め、従事者の減少や高

齢化の中にあっても、労働生産性を維持し、次世代の担い手を育て、又は新たに

担い手となろうとする者にとって魅力のある業種への発展を促していく必要が

ある。 

   労働生産性の向上のためには、助成措置や税制の優遇措置により事業者の設備

投資に対する意欲を喚起し、かつ、支援していくことが必要である。 

このため、留萌市では、令和４年度より地元企業応援助成事業に取り組み、「事

業拡大及び生産性の向上等に繋がる設備整備」などへの助成を行っているほか、

中小企業等経営強化法第49条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指す。 

 これを実現するための目標として、計画期間中に６件程度の先端設備等導入計

画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標  

   先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とす

る。 



２ 先端設備等の種類 

  留萌市の産業構造においては、ひとつの産業に偏在しているとはいいがたく幅広

い設備において生産性の向上を図ることが必要であるため、本計画において対象と

する設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全て

とする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  留萌市の各産業における中小企業の労働生産性の向上を目指すことから、留萌市

全域を本計画の対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 留萌市の産業構造においては、ひとつの産業に偏在しているとはいいがたいこと

から、本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

 生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT導入によ

る業務効率化、省エネの推進等、多様であるため、本計画において対象となる事業

は、労働生産性が年率３％以上に資すると見込まれる事業全てとする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和５年６月 25日～令和７年６月 24日までの２年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項  

（１）雇用への配慮 

 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画認定の対象としない等、雇用の

安定に配慮するものとする。 

 

（２）健全な地域経済の発展への配慮  

  公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先

端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮するもの

とする。 

 


